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４ －３ ． 緑の目標水準と 施策方針 

計画の目標年次である平成 32( 2020) 年度における緑の確保目標を 下記のと おり 設定し 、

こ の目標水準を達成するための緑の施策方針図を 次々頁に示し ます。  

 

（ １ ） 都市公園の目標水準 

前回計画においては、 当時 177. 71ha（ 6. 12 ㎡/人） から 、 10 年後の目標水準を 320ha

（ 10 ㎡/人） と 設定し ていまし たが（ p. 17 参照）、 前回計画期間内の都市公園整備量は、

目標整備量の 20％程度と 、 目標水準と 実績値と の間に大き な隔たり があり まし た。  

今回の計画改定にあたっ ては、現実的で実現可能な目標を 設定するこ と を 主眼に据え、

計画期間内に整備を 行う べき都市公園等を 抽出･集計し 、その目標水準を 217. 50ha（ 7. 50

㎡/人） と 設定し ます。  

なお、 １ 人あたり の都市公園面積については、 都市公園法施行令 第１ 条において、 10

㎡/人以上と さ れているこ と から 、長期的な将来目標と し て、その値を 目標水準と し ます。 
 

表 19： 都市公園の目標水準 

 現 状 平成 32( 2020) 年度 将 来 

都市公園面積 

( １ 人あたり の都市公園面積)  

205. 99 ha 

（ 7. 07 ㎡/人）  

217. 50 ha 

（ 7. 50 ㎡/人）  
（ 10 ㎡/人）  

注１ ） 現状の値は、 平成 23 年 3 月末現在。  

 
 
（ ２ ） 緑地の目標水準 

近年の社会情勢等から 、 今後、 特に本市の緑地の中でも ４ 割程度を 占める農地や森林

の減少が予想さ れ、 こ う し た状況から 、 さ ら なる緑地の増加を 目指す目標水準の設定は

困難な状況にあり ます。 し かし 、 生産緑地制度や緑化地域制度等の新たな緑地保全施策

を 講じ るなど、 可能な限り 緑地の確保を 推進し ていき ます。 こ う し た状況を踏まえて、

本計画では、 現状値以上の緑地を 確保するこ と を 目標水準と し て設定し ます。  

なお、 緑地面積について、 都市計画中央審議会の答申（ 平成 7( 1995) 年 7 月） では、

21 世紀初頭に市街地における緑地の占める割合を ３ 割以上確保すると し ていまし た。 本

市の現状は、 その目標値には及んでいませんが、 長期的な将来目標と し て、 市街化調整

区域の農業振興地域･農用地区域等を 含めて、 市域の 30％（ 1, 477. 5ha） 以上を 緑地と し

て確保するこ と を目標水準と し ます。  
 

表 20： 緑地の確保目標水準 

 現 状 平成 32( 2020) 年度 将 来 

公園緑地 

（ 施設緑地）  

335. 86 ha 

（ 6. 8％）  

現状値以上 

（ 6. 8％以上）  

1, 477. 5ha 以上 

（ 30％以上）  

法や条例による緑地 

（ 地域制緑地等）  

354. 93 ha 

（ 7. 2％）  

現状値以上 

（ 7. 2％以上）  

合 計 
690. 79 ha 

（ 14. 0％）  

現状値以上 

（ 14. 0％以上）  
注１ ） 現状の値は、 平成 23 年 3 月末現在。  

注２ ） (   ) 内は市域面積（ 4, 925 ha） に対する 割合。  
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（ ３ ） 緑化の目標水準 

緑化（ 緑被） に関する目標水準については、 前回計画策定時点から その割合は増加し

まし たが、 樹林地については目標水準と し て設定し た 10％以上には至っ ておら ず、 さ ら

なる増加を 目指す必要があり ます。 本計画においては、 特に民有地の緑化（ 屋上緑化・

壁面緑化・ 駐車場緑化等） を 推進すると と も に、 農地の継続的な保全を 図り 、 現状値以

上の緑被を 確保するこ と を目標と し ます。  

なお、 過去の調査研究から 、 住民の満足が得ら れる良好な住環境は、 樹林地の割合が

10～20％程度以上、 緑被が 30～60％程度以上と いわれています※。 そのため、 長期的な

将来目標と し ては、 樹林地 15％以上、 緑被 40％以上、 緑被＋水面 45％以上の確保を目

標水準と し ます。  

また、 今後の課題と し て、 平面的な緑量の指標である緑被について、 その確保に努め

ると と も に、立体的な緑量の確保に配慮し た緑視率の導入についても 検討し ていき ます。 
 

表 21： 緑化に関する 目標水準 

 現 状 平成 32( 2020) 年度 将 来 

樹林地  7. 5 ％ 現状値以上 15％以上 

緑被 27. 9 ％ 現状値以上 40％以上 

緑被＋水面 32. 1 ％ 現状値以上 45％以上 

注１ ） 現状の値は、 平成 21 年度明石市緑の現況調査に基づく 。  

注２ ） 表中の数値は市域面積（ 4, 925 ha） に対する 割合。  

注３ ） 緑被＝樹林地＋草地＋田畑  水面＝河川･水路＋ため池 

 

 

 
写真 16： 花壇コ ン ク ール（ 鳥羽ジン チョ ウゲ公園）  
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魚住駅 

明石駅 

西明石駅 

西二見駅 
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中八木駅 

西新町駅 

人丸前駅 

大蔵谷駅 

大久保駅 
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山陽明石駅 

西江井ヶ島駅 

林崎松江海岸駅 

屋上、 壁面、 駐車場の緑化等の助成制度を設け、 緑化の推進を図る 。

海岸線の道路を 自転車道と し て位置づけ、

海岸線の緑化やサイ ン の設置を 推進する。

東二見駅や魚住駅の周辺を 地域の緑の核と し て、
樹木や草花で緑化を 推進する。

駅前アダプト の推進。

大久保駅の周辺を 地域の緑の核と し て、 樹木や草花で緑化を 推進する 。

駅前アダプト の推進。

上西二見オープンガーデン を拠点と し 、
緑化手法等の指導や、 連携によ り 、

他地域への展開を促進する 。

明石海峡大橋が見える公園と し てサイ ン 等の施設整備を 推進する 。

西国街道を 歴史と 文化の緑軸と 位置づけ、

街道沿いにある地域資源を活かし た緑の
散策道を整備する 。

緑地協定の推進拠点と し て位置づける 。

活動拠点公園（ 明石公園）
こ れまで行われてき た活動を継続し 、

緑の活動の拠点と し て位置づける 。
緑化の普及啓発活動を 推進する 。

明石駅周辺は、 中心市街地活性化計画

と 整合を 図り 緑化を推進する。
駅前アダプト の推進。

朝霧駅の周辺を 地域の
緑の核と し て、 樹木や

草花で緑化を推進する 。
駅前アダプト の推進。

和坂公園の整備

魚住駅周辺 

地域の緑の核 

大久保駅周辺 

地域の緑の核 

西明石駅周辺 

地域の緑の核 

活動拠点公園

（ 上ケ池公園・

  花と 緑の学習園）

活動拠点公園

（ 金ケ崎公園）

鴻池公園の整備

≪ハード 整備によ る緑の確保≫

　 　 　  街路樹の整備（ 計画期間内に実施）

　 　 　  街路樹の整備（ 長期的な将来計画）

　 　 　  街路樹の保全･更新

　 　 　  街路樹、 散策道整備（ 河川敷植栽、 散策道等の整備）

　 　 　  自転車道（ 浜の散歩道･播磨サイ ク リ ングロード 等の活用）

　 　 　  歴史の散策道づく り （ 西国街道の緑化や休憩スポッ ト の整備）

　 　 　  校庭芝生化事業の推進

　 　 　  新規公園緑地の整備（ 都市公園整備）

　 　 　  公園の雨水一時貯留施設と し ての活用･整備（ 既設公園の改修）

　 　 　  ため池の雨水一時貯留施設と し ての活用･整備（ 既存ため池の改修）

　 　 　  眺望の拠点（ 明石海峡大橋の見える公園と し ての施設整備）

≪ソ フ ト 対策によ る緑の確保≫　 　 　  

　 　 　  緑化地域制度の導入（ 屋上･壁面･駐車場緑化等の助成制度）

　 　 　  生産緑地制度の導入

　 　 　  農業振興地域・ 農用地区域の継続的保全と 活用の推進

　 　 　  里山･樹林の継続的保全の推進

       緑化重点地区の導入の検討

　 　 　  地域活動の推進（ 活動拠点公園）

　 　 　  市民農園の拠点（ 既設市民農園の維持継続と 他地域への展開促進）

　 　 　  緑地協定締結推進の拠点（ 他地域への展開促進）

　 　 　  オープ ン ガーデン 推進の拠点（ 情報発信、 指導等によ る 他地域への

       展開促進）
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